
鳥獣保護センター管理運営業務仕様書
1 業務目的
　　野鳥の高病原性鳥インフルエンザ検査及び傷病野生鳥獣の保護管理を適正に実施し、さらに人間に危害を及ぼす外来生物を駆除することにより、生物多様性保全を推進するとともに県民の生活環境を守る。
2 委託期間

　　令和８年７月１日から令和９年６月３０日まで
　

3 業務の内容
　　業務の内容は、次のとおりとする。
ただし、（１）ア、イ、ウ、エの業務は再委託により行うことができる。
（1） 施設管理等に関すること

1 施設の清掃

2 施設設備の点検・法定検査の受検
3 施設の施錠及び入退室管理システムの処理

4 施設の軽微な修繕

5 運搬用車両の賃借及び管理
6 災害発生時の被害状況の報告　　
（2） 野鳥の高病原性鳥インフルエンザサーベイランスに関すること
1 野鳥の高病原性鳥インフルエンザ簡易検査の実施
なお、緊急時には業務時間外、休日にも対応するものとする。

2 野鳥の高病原性鳥インフルエンザ遺伝子検査用材料及び死亡野鳥等調査一覧、個票の送付

3 高病原性鳥インフルエンザ感染の疑いのある個体の隔離保管

4 陽性確定個体の殺処分及び処理

5 野鳥の糞便の採材及び検体の送付
6 野鳥の高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫資材等の保管、管理及び環境管理事務所への提供
7 野鳥の回収場所等の情報管理
（3） 野鳥の不審死に関すること
1 野鳥大量死事例の死因調査・研究用検体の送付
2 他部局の求めに応じた死亡個体や胃内容物の提供（みどり自然課の指示による）
（4） 傷病野生鳥獣の保護・飼養に関すること
1 県内動物病院で治療を受け、治療後の長期飼養が必要な個体の保護・飼養

2 治療終了後で、保護ボランティアでは対応が困難な個体の保護・飼養
（5） カミツキガメに関すること

1 緊急捕獲されたカミツキガメの処分
（6） 動物の死骸及び感染性廃棄物の処理に関すること

1 業務により発生した動物の死骸の処理
2 業務により発生した感染性廃棄物の処理
4 委託対象経費

　　業務の実施に関し、委託料の対象となる経費は次のとおりとする。

（1） 上記３（１）から（６）に係る人件費

（2） その他上記３（１）から（６）の業務に必要な経費

5 人員の配置
　配置する人員は野生動物飼育の知識と経験がある獣医師とし、高病原性鳥インフルエンザの簡易検査（業務時間外、休日の対応を含む）及び傷病鳥獣の保護・飼育に対応できる体制を整備すること。

　
6 提出物及び報告事項

　　本業務に関する提出物及び報告事項は、次のとおりとする。

（1） 職員配置計画書
　受託者は、１か月分の職員配置計画書を作成し、事前に委託者に提出すること。

（2） 業務日誌
　受託者は業務日誌を作成し、原則として業務終了後毎月、当月分の業務日誌を翌月の１０日まで、令和９年３月分については当月末日までに委託者に提出すること。
（3） 高病原性鳥インフルエンザ簡易検査実施記録
　受託者は、高病原性鳥インフルエンザ簡易検査を実施毎に検査実施記録を作成し、速やかに委託者に提出すること。

（4） 傷病鳥獣受入（転帰）記録
受託者は、傷病鳥獣を受け入れ、放鳥獣毎に受入又は転帰記録を作成し、速やかに委託者に提出すること。

（5） カミツキガメ受入記録
　受託者は、カミツキガメを受け入れ、処分実施毎にカミツキガメ受入記録を作成し、速やかに委託者に提出すること。

（6） 県民等から要望・苦情等があった場合は、適切に対応するとともに、速やかに委託者に報告すること。

（7） 施設、設備及びその周辺において異常が発生した場合は、適切に対応するとともに、速やかに委託者に報告すること。
7 事業完了届
　業務完了後には、業務完了届に下記の事項を記載した業務実績報告書添付し提出すること。
（1） 施設管理記録
（2） 野鳥の高病原性鳥インフルエンザサーベイランス件数・羽数
（3） 野鳥大量死事例の死因調査・研究用検体の送付等件数・羽数
（4） 傷病野生鳥獣の受入・転帰頭羽数
（5） カミツキガメ処分頭数
（6） 動物の死骸及び感染性廃棄物の処理に関する記録
（7） その他委託者が必要と認めるもの
８　その他

　　この仕様書に定めることのほか、業務の実施に関し必要な事項については、委託者と協議して決定するものとする。
